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令和 2年 1 2月 2 8日

一時停止 一時停止

水際対策強化に係る新たな措置（概要）

（注１）二国間の取り決めに基づくレジデンストラック（11か国：タイ、ベトナム、カンボジア、シンガポール、韓国、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、ラオス、台湾、
中国）及びビジネストラック（4か国：シンガポール、韓国、ベトナム、中国）については変更なし。

（注２）12月26日指定：フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル
12月27日指定：カナダ（オンタリオ州）

（注３）上陸の申請前14日以内にレベル3の国・地域に滞在歴のある者が入国時に検査証明を提出できない場合は、上陸拒否。

新型コロナウイルス感染症対策本部
内閣官房（副長官補室）提出資料
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